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事業再評価の目的
公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業

採択後一定期間を経過した事業等の評価を行い、必要に応じその見直しを行う
ほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するものである。
２．事業評価監視委員会
再評価の実施主体の長は、再評価、事後評価に当たって事業評価監視委員会

を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。
３．流域委員会の位置付け
河川事業、ダム事業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検のた

めに学識経験者等から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価
監視委員会に代えて当該委員会で審議を行うものとする。
本規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会

に報告するものとする。
「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領および細目」より一部抜粋

※事業進捗等に大きな変更が生じた場合はその時点で審議

姫川直轄河川改修事業
流域委員会にて審議
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